
個
人
情
報
保
護
制
度
と
は
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る

た
め
に
、
市
が
職
務
上
収
集
・
取
得
し

た
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
関
し
て
必

要
な
ル
ー
ル
を
定
め
た
も
の
で
、
平
成

10
年
10
月
1
日
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

今
日
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
普

及
に
よ
り
個
人
情
報
を
利
用
し
た
さ
ま

ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
、
私
た

ち
の
生
活
は
た
い
へ
ん
便
利
に
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
反
面
、
個
人
情
報
が
不

正
に
利
用
さ
れ
た
場
合
は
、
深
刻
な
被

害
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
個
人
情
報
を
よ
り
一
層
保
護
し
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
た
め
に
、
平
成

17
年
4
月
1
日
か
ら
、
個
人
情
報
保
護

条
例
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

個
人
情
報
と
は

個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
本

人
が
特
定
で
き
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
氏
名
、
住
所
、
生
年
月

日
、
職
業
、
学
歴
、
収
入
、
財
産
な
ど

を
い
い
ま
す
。

個
人
情
報
3
つ
の
ル
ー
ル

市
で
は
、
次
の
3
つ
の
ル
ー
ル
を

基
に
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
個
人
情
報

を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。

ル
ー
ル
1　

個
人
情
報
の
収
集

・ 
収
集
目
的
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
必
要

の
な
い
情
報
は
収
集
し
ま
せ
ん
。

・ 
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
は
、

各
課
が
登
録
を
し
、
行
政
課
で
閲

覧
で
き
ま
す
。

ル
ー
ル
2　

個
人
情
報
の
利
用
・
提
供

・ 
収
集
の
目
的
の
範
囲
内
で
、
個
人
情

報
の
利
用
や
提
供
を
行
い
ま
す
。

ル
ー
ル
3　

個
人
情
報
の
管
理

・ 
市
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情
報
を
、

正
確
か
つ
最
新
の
情
報
に
保
ち
ま
す
。

・ 
個
人
情
報
を
漏
ら
し
た
り
、
な
く
し

た
り
し
な
い
よ
う
に
保
管
し
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
条
例
で

改
正
さ
れ
た
と
こ
ろ

今
ま
で
の
制
度
で
も
、
自
分
の
情
報

を
見
る
こ
と（
閲
覧
）、
訂
正
、
削
除
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の

権
利
に
加
え
、
収
集
や
利
用
・
提
供
の

ル
ー
ル
に
違
反
し
た
個
人
情
報
が
あ

る
場
合
は
、
そ
の
利
用
・
提
供
の
停
止

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
管
理
者
が
個
人

情
報
を
不
当
に
漏
ら
し
た
場
合
に
は
、

処
罰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
改

正
し
た
項
目
は
次
の
と
お
り
で
す
。

・
個
人
情
報
の
利
用
停
止
の
請
求

閲
覧
し
た
自
分
に
関
す
る
情
報
に
、

収
集
や
利
用
お
よ
び
提
供
の
ル
ー
ル

に
違
反
し
て
い
る
情
報
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
利
用
や
提
供
の
停
止
を
請
求

で
き
ま
す（
請
求
者
は
、収
集
や
利
用
・

提
供
の
ル
ー
ル
に
違
反
す
る
こ
と
を

説
明
す
る
書
類
の
提
出
な
ど
が
必
要

と
な
り
ま
す
）。

・
個
人
情
報
の
削
除
の
請
求

閲
覧
し
た
自
分
に
関
す
る
情
報
に
、

収
集
や
利
用
の
ル
ー
ル
に
違
反
し
て

い
る
情
報
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
削

除
を
請
求
で
き
ま
す（
請
求
者
は
、
収

集
や
利
用
の
ル
ー
ル
に
違
反
す
る
こ

と
を
説
明
す
る
書
類
な
ど
の
提
出
が

必
要
と
な
り
ま
す
）。

・
罰
則
が
設
け
ら
れ
ま
し
た

市
職
員
や
、
市
か
ら
個
人
情
報
を

取
り
扱
う
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者

が
、
正
当
な
理
由
も
な
い
の
に
市
が

保
有
し
て
い
る
個
人
情
報
を
第
三
者

に
提
供
し
た
場
合
な
ど
に
は
、
処
罰

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

苦
情
の
申
し
出

市
が
行
う
個
人
情
報
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
苦
情
の
あ
る
方
は
、
だ
れ

で
も
苦
情
の
申
し
出
が
で
き
ま
す
。

平
成
17
年
4
月
1
日
か
ら
、
事
業

者
の
保
有
す
る
自
分
に
関
す
る
情
報

の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
苦
情
が
あ
る

と
き
に
は
、
問
題
の
事
業
者
に
直
接

申
し
出
て
い
た
だ
く
ほ
か
、
市
に
相

談
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

個
人
情
報
保
護
条
例
に
つ
い
て
は
、

蒲
郡
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.city.gam

agori.aichi.jp/

）に
全

文
が
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。

苦
情
相
談
の
窓
口

個
人
情
報
に
関
す
る
苦
情

相
談
の
窓
口
は
、
市
役
所
新

館
4
階
の
行
政
課（
1
66
◆

1
1
5
5
）で
す
。
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あ
な
た
の
個
人
情
報
を
守
り
ま
す

行
政
課
1
66
◆

1
1
5
5


